
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                             《宅建一問》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

相続 宅建 R03(10)-09-3 ≪#979≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａには死亡した夫Ｂとの間に子Ｃがおり、Ｄには離婚した前妻Ｅとの間に子Ｆ及び子Ｇがいる。

Ｆの親権はＥが有し、Ｇの親権はＤが有している。ＡとＤが婚姻した後にＤが死亡した場合におけ

る法定相続分は、Ａが 2 分の 1、Ｇが 2 分の 1 である。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

≪ポイント≫ 法定相続人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

配偶者 常に相続人となる 

第 1 順位 
子 

(胎児を含む) 

実子と養子、嫡出子と非嫡出子の間に順

位の差はない（代襲相続が認められる） 

第 2 順位 直系尊属 
親等の異なる者の間では、親等の近い者

が優先する 

第 3 順位 兄弟姉妹 代襲相続が認められる 
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複製・頒布を禁じます                                         https://shibuyakai.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【渋谷会】おすすめ講座 

令和 6 年版『宅建これだけで合格セット』 

宅建基幹講座（インプット）＆宅建過去問演習講座（アウトプット）のセット 

宅建合格のための準備はこれだけで十分、あとは過去問演習で自習 

https://shibuyakai.com/ 

2/4

前 妻 E - 1 か=

!

_が死
亡n

C-

"

h

#

な

な
法定相続分
0 . 下準備 GIG
1 .配偶者は.%.弘（2.の-20直尊→

$

兄弟

は ' S 年
3 .分 配

m2鱜8+暗記.
w e r e


